
本稿１）は青木昌彦・著『比較制度分析に向

けて』２）を主な対象として青木理論体系の理

解と批判的摂取を試みた研究ノートである．

本書は青木理論の集大成とも言える大著で

あり，一応は新古典派の枠組みを踏まえなが

らもそれを乗り越える視座と内容をもった非

常に意欲的な作品である．間違いなく比較制

度理論に新たな地平を切り開く業績となろ

う．

無論，本書の批評は到底，筆者の能力には

余るものである．だがその壮大な構想と深遠

な分析に触発されて，思わず分不相応な試み

に手をつけてしまった．従って本稿は研究と

いうよりは，自れの能力の範囲内で理解しえ

た理論内容を筆者なりに整理したものに過ぎ

ない．青木理論の解釈を通じて，そのエッセ

ンスを幾分なりと自らの研究に生かせれば，

と言うのが筆者のささやかな願いである．

まずは本書の内容をまとめてみよう．

序説としての意味を持つ第１章『制度とは

何か：いかにアプローチすべきか』は本書の

基本的研究課題を「現代経済における全体的

制度配置の複雑性，多様性をある種の複数均

衡として理解」する（共時的問題）と共に「制

度進化のメカニズムを理解し，新奇性が創発

する可能性を」明らかにする（通時的問題）

ことと設定する．

まず人間社会を個々の経済主体がそれぞれ

のモティベーションに従って戦略的相互作用

を行なうゲームとしてみる．但し，プレー

ヤーは純化された合理的個人ではなく限定合

理的主体である．ここで制度はゲームの均衡

として概念化する．つまり制度とはゲームが

いかにプレイされるかに関して集団的に共有

された予想 belief［染み込んだ観念，確信，

思い込みといった意味であろう］（プレー

ヤーの主観的ゲーム・モデルの共通要素）の

自己維持的なシステムであり，その実質は経

済主体の予想をコーディネートする特定の均

衡の要約表現である［情報節約的］．制度は

経済主体たちの戦略的相互作用を自己拘束的

に統治すると共に変化する環境の下で彼らの

実際の戦略選択によって再生産される．

以上をやや敷衍すれば，全ての経済主体に

よって選択される行動選択の組み合わせ―行

動プロファイルがあり，そのそれぞれに特定

の経済主体の利得（帰結）分布が対応する．
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対応させる関数をゲームの外生的ルールとす

る．ここで他者の行動選択に依存して各主体

のベストな行動を選択する．ゲームが繰り返

しプレイされ，安定的結果を得られれば，経

験的にいかにゲームがプレイされるかについ

ての観念が定着する．更に進化するドメイン

の状態に応じて各自の行動選択を行なうため

の自己自身のルールを発展させる．そのうち

に他者の行動選択ルール（戦略）に関する予

想が維持される限り，自分が構築した戦略か

ら逸脱することは得策ではないという状態―

ナッシュ均衡となる．そこで制度は内生化さ

れ，客観化される．その均衡は最適とは限ら

ない．複数均衡がありうる．

それに基づく行動選択が予想される結果を

齎さない場合，一般的な認知的不均衡状態を

招来する．新しい主観的ゲーム・モデルを探

索する．そのシンボルシステムの競争を通し

て新しい均衡に至る．これが制度変化であ

る．

第Ⅰ部では制度のプロトタイプが導入さ

れ，モデル分析が行われる．

まず第２章『慣習的所有権と共同体規範』

では合理性と情報について限界のある利己的

経済主体の間でいかにして原初的な安定的所

有権の配置が生成するか，という問題が考察

される．

共用財ドメインを個人Ａ，Ｂが利用する場

合（例えば，狩猟），双方の主体の最適反応

戦略の結果，慣習的所有権ルールが成立す

る．つまり，ルールの合意によって，まず他

者の行動に関する不確実性が減少し（情報の

効率），次いで捕獲量を習慣化し（時間の節

約），節約した時間は他の関連する技能発展

に資する，さらに経済主体の環境に対する集

団的反応のコーディネーションを実現し，乱

獲に伴う外部費用を互いに賦課することを回

避できる．

共同体規範はコモンズドメインと共同体の

社会的交換とがリンクしたゲームの安定的結

果（機会主義的な者を排除）として成立する

［これは機会主義的でない人間のいることを

あらかじめ前提している］．

水利ゲームの例をとってみれば，各家はそ

れぞれ協力努力か怠りかの選択を行うが，そ

の場合，努力費用と灌漑システム利用による

各期の便益を比較したうえで，怠りに対する

集団的に合理的な反応として協力するように

なる．そうした行動を通して怠りに対する集

団的な罰則に関する共有予想によって支えら

れた協力的行動基準つまり共同体規範が形成

される．

ただ乗りの誘因があった場合にも集合財供

給の合意（ターンパイクの事例）は成立す

る．負の選択的インセンティブにより維持さ

れていた道徳的義務感［後ろめたさ］により

社会的圧力として制度化されるのである．

また企業における文脈特殊的モデルはメン

バーの同質性や社会的資本の生産に多くのメ

ンバーが関わることを前提している．

このように自己拘束力を持たない協力戦略

は共同体交換ドメインに埋め込まれた場合，

経済主体にとって有利な戦略となりうる．こ

れが社会的埋め込みである．

ちなみに現代社会では異質性，移動性が高

まっており，メンバーシップの開放的な共同

体が形成されうる．つまりボランティア，専

門家のコミュニティ，中間的団体などであ

る．

第３章『財取引，契約，市場の私的秩序ガ

ヴァナンス』では取引ゲームが扱われる．商

品取引において各取引主体は正直戦略Ｈと騙

し戦略Ｃのいずれも選択しうる．こうした場

合にいかにして信義則を守りうるか，または
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契約を実効化しうるのか，という問題であ

る．

市場の秩序維持には以下のような仕組があ

りうる．

① 取引主体たちの共同規範の形成

まず個人的信頼に基づくそれである．将

来を重視し，騙しによる一回の利益が大き

くない時，騙せば取引を停止し，相手がＨ

である限り，Ｈを続けるという状況依存的

戦略をとる．

取引相手が特定されず，ランダムに変る

市場の場合，騙した者を識別し，クレディ

ブルに罰せられるという取引主体たちの予

想があれば正直取引をサポートする．これ

が共同規範である．現代のｅ－コマースの

場合も同様のことがありうる．

② さらに安定した顧客関係が形成され，そ

こにグループ内規範が成立する場合があ

る．そのためには言語やシグナルによる意

思疎通努力，贈り物などの関係形成費用が

必要となる．協力から得られる利益の現在

価値が関係形成費用を上回れば顧客関係

を形成し（クラブ化），もし裏切ればメン

バーシップ剥奪の処罰（クラブ規範）があ

る．すでに費用が投入されている場合はそ

の処罰は有効な裏切り抑止効果が有る．但

し，その閉鎖性によって技術的環境の変化

への対応が困難となる（例えば，新しい商

品を受入れられない），という問題を抱え

る．

③ 自己拘束的な雇用契約

これは商人が代理人を雇う場合，代理人

がＨ戦略をプレイさせるメカニズムであ

る．

情報ネットワークにより識別できれば騙

した者を雇わない，ということによって，

あるいは高い賃金で騙さないインセンティ

ブを確保することによって代理人に逸脱行

為を思いとどまらせる．

④ 私的な第３者ガヴァナンス

一定の費用をかけて騙しをモニターし，

その情報を発信する中立的第３者を導入す

る．

例えば，商人法審判官を設ける．この審

判官には執行権はなく，不払いの判決を記

録し，公開するだけである．その情報提供

だけでも繰り返しゲームの逐次均衡を構成

しうる．

⑤ 第３者による実効化

これにはまず権力（国家，マフィアな

ど）による逸脱行動の強制的処罰がある．

但し，権力による私的財産侵害の恐れも伴

う．

次いで法に従って取引内容を契約として

明確化し，履行を義務づけることである．

但し，契約条項の特定化が事前に不可能で

あったり，契約違反が立証困難の場合，有

効でない．

⑥ 道徳律

これは慣習的ルールが個々の経済主体の

内部に道徳的判断として内面化することに

よって騙しを抑制することである．この場

合，否定的道徳感情（後ろめたさ）の費用

を伴う．何が道徳として了解されるか（エ

トス）は定着した慣習によって異なる［こ

れは集団主義的文化価値を前提している］．

⑦ デジタル実効化メカニズム

ｅ－コマースの場合，情報仲介サーヴィ

スによって取引相手の信頼性に関する情報

公開や認証機関による証明書アイコンの発

行によって実効化する．

歴史上，こうした様々な仕組が作り出され

てきたが，実際には市場ガヴァナンスはその

いずれか１つによってのみ行われてきたので

はない．市場は同時的に作用する制度的配置
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の複合体により統治される．高度に発展した

市場経済ですら私的財産権と契約は法的ルー

ルによってのみ統治されているわけでない．

これらの仕組みには戦略的補完性があり，ま

た妥協と公的裁定，私的解決と訴訟の代替性

もある．混合戦略プロファイルが社会的レ

ヴェルでの均衡となりうる．

加えて制度的補完性が存在する．市場支持

的道徳律と法の支配のあいだの補完性などで

ある．それらが共進化しなければ私的暴力が

登場しうる．あるいはメーカーとサプライ

ヤーとの関係的契約と安定的労働関係や金融

関係の間にも補完性がある．

第４章『組織のアーキテクチャとガヴァナ

ンス』では組織を情報システムとして捉え，

それがいかに維持されるかを考察する．組織

ドメインでは経済主体たちは情報のより豊か

な媒介方法を用いて諸活動をコーディネート

する．個人の活動，情報処理には限界がある

から，認知的労働の分業によりその限界を部

分的に克服するのである．その情報の流れは

多様かつ複雑であり，上下，水平に流れる．

それに伴い組織も多様化する．

まず組織とは何か．それは共通の目的関数

をもつメンバーから構成されるチームであ

る．組織はメンバーの間で安定的な期待が維

持され，彼らが関係的基礎の上で互いの意思

決定上の選択を信頼するが故に存続するので

ある．つまり共通された予想の体系である．

異なるタイプの組織アーキテクチャはその

メンバーに対して対応するタイプのメンタル

プログラムつまり人的資産または技能を要求

し，更にその人的資産の統治（怠り，非協

力，逸脱などの抑止）を設計する．

ここで組織の基本モデル，すなわち垂直的

及び水平的情報結合の３つの原初的モードを

設定する．組織はタスク単位たるＴ１―Ｔ２か

ら構成されるものとする．

第１はヒエラルキー的分割であり，これは

関連する諸活動を別々のタスク単位にモ

ジュール化し，上下関係によりトリー構造に

配置するものである．

第２は情報同化モードであり，情報を共有

する．共有される情報にはデジタル化された

それと暗黙のそれがある．

第３は情報カプセル化モードであり情報は

別個に並列的処理が行われる．

組織的アーキテクチャには次のようなタイ

プがある．

① 意思決定によって統一される機能的ヒエ

ラルキー

Ｔ１のみがシステム環境をモニターし，

自己の選択変数を適合させ，意思決定を下

位タスク単位に伝達する．Ｔ２はオペレー

ショナルなタスクを行い，そのタスク単位

における観察と意思決定上の選択はカプセ

ル化する．

代表例は１９世紀のアメリカ製造システム

である．２層の機能的ヒエラルキーをコン

トロールし，生産システムを標準化された

モジュール的部分に分解し，タスクの属性

的補完性を削減する．個々の労働者は専門

的タスクに集中し，置換可能である．

② ネットワークで統合された機能的ヒエラ

ルキー

これは①からの直接的進化形態である．

製品の多様化と共に規模の経済が効果を失

い始め，在庫コストが高くなる．下位タス

ク単位間の強い補完性があり，環境の統計

的相関が高い場合［各タスク単位の直面

する環境の関連性が大きい場合と思われ

る］，情報共有が必要となる．統計的に相

関したタスクをグループとして一まとめに

し，単一の単位に任せ，中間コーディネー
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ションを取り除く．

例えば，IBMがその代表である．

③ ヒエラルキー的にコントロールされた

チーム

Ｔ１とＴ２はヒエラルキー的に分割され

る．Ｔ２のレヴェルでは構成単位に共通な

下位システム環境については情報を同化す

る．

例えば，ソフト開発のように属性的・技

術的補完性が高く，環境の変化が激しい場

合である．

④ 水平的ヒエラルキー

一般的なヒエラルキー構造のなかでＴ１

とＴ２はかなりシステム環境に関する暗黙

の情報同化を行なう．Ｔ２のタスク単位は

それらに共通の下位システム環境に関する

暗黙の情報共有を行う．Ｔ１の決定には合

意，または共同決定を含む．組織全体を通

しての垂直的，水平的な情報同化がある

［稟議，根回しなど］．

これは強い属性的補完性と統計的相関を

持つタスクに有利である．但し，ITの発

展はこの優位性を失わせる可能性がある．

⑤ 参加型ヒエラルキー

かなりは垂直的及び水平的情報同化によ

り補完された機能的ヒエラルキーである．

代表例はドイツ企業である．そこでは従

業員は職業的資格証明書に基づく特殊なタ

スクに専門化されるが，実際は一つの企業

のなかで多くのポストをこなす能力をも

つ．技術者，経営者もキャリアを技能労働

者として始めている［そう言えるか？］．

幅広い専門職のコミュニティを確立し，企

業内のヒエラルキーのなかで異なる地位を

占める被雇用者の間のコミュニケーション

と協力を容易にする．これは水平的ヒエラ

ルキーと垂直的ヒエラルキーとのハイブ

リッドといえる．また工場協議会を通して

経営部門と労働者との間の垂直的コミュニ

ケーションを行う．

以上の他に企業クラスター内部での準組織

的な情報アーキテクチャも存在する．

⑥ サプライヤーの系列

機能的ヒエラルキーの枠組みの中で，あ

る程度は環境のシステム的セグメントに関

する情報を共有する．Ｔ２レヴェルの各部

門では情報は基本的にカプセル化され，関

係特殊的なモジュール化された部品供給を

行う．

⑦ 企業の関係的ネットワーク―イタリアの

産業地帯

企業間の暗黙の情報共有がある．デザイ

ン機能と製造技術の間の高い属性的補完

性，変化の激しい環境への迅速な対応，

コーディネートされた革新，互恵的なワー

クシェアリングを特徴とする．

⑧ 第３者による情報媒介―シリコンバレー

のクラスタリング

作業上の情報をカプセル化しているタス

ク単位（Ｔ２）が第３者中間機関（Ｔ１）を

通してわずかなシステム的情報を同化す

る．

ニッチ市場でイノベーション競争，分権

化された革新が行われる．モジュール化さ

れた要素製品が革新的製品を構成する．統

計的に相関した開発環境の観測を単一企業

内にカプセル化しうる情報処理能力をも

つ．

章の最後では組織アーキテクチャのガヴァ

ナンス［５章］の予備的議論をしている．

一般に資産は次のように分類される．
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物理的資産

情報的資産

�
�
�
�
�

個 別 的 人 的 資 産

文脈志向的人的資産
�
�
�
�
�

人 的 資 産

譲渡可能資産

ここで個別的人的資産はヒエラルキー的分

割に対応し，文脈志向的人的資産は情報同化

に対応し，譲渡可能資産（ソフト，プログラ

ムなど）は情報カプセル化に対応する．［こ

こでも利己的ではない主体を前提している］

なおヒエラルキー的分割と財産権の統合に

おいては契約に書くことが不可能な事態にお

ける資産の利用に関する「残余コントロール

権」は雇用主に帰属する．特殊的人的資産へ

の投資は物的資産の経営者による集権的所有

と統合される．

情報同化モードの内部的ガヴァナンスには

限界があり，組織的な収益が個人的貢献に分

解できないためただ乗りのインセンティブが

働く．

また情報カプセル化モードでは起業家の努

力水準が観測困難であり，VC（ベンチャー

キャピタル）によるトーナメント方式のガ

ヴァナンスが行われる．

第５章『慣習としての組織と人的資産タイ

プの共進化』では比較的構造化されていない

ゲームのドメインたる組織フィールドが想定

される．

各経済主体は自身のメンタル・プログラム

または認知メカニズムを実行し，環境を認識

し，解釈する．様々な代替的行動や他者の反

応と共にそれぞれに伴う状況変化を予測した

上で，関連する問題を解決するため，行動メ

ニューの中から意思決定上の選択を行なう．

このプログラムは認知的ルールつまり知覚

的インプットから関連する状況についての解

釈的表現を行うルールと意思決定ルールつま

り状況の解釈に基づき実行可能な行動集合か

ら選択を行うルールの束から構成される．こ

れらは蓄積されて人的資産となる．

組織アーキテクチャとは多数のタスク単位

に同時に関連性をもつ環境の共通したセグメ

ントの部分を情報処理する仕方である．その

ようなものとして機能的ヒエラルキーは情報

処理を互いに素な仕方で分割する．それには

個別的人的資産が対応する．

水平的ヒエラルキーは共通部分の解釈を同

化し意思決定のための共通の基礎を形成す

る．それには文脈的人的資産が対応する．経

済主体たちは組織に入る前にいずれのタイプ

の資産に投資するか決めることが出来る．

そうすると次のような組織的慣習の進化的

ダイナミックスが生ずる．

ある組織フィールドで各経済主体は認知的

ルール及び意思決定ルールに従ってＩ個別的

人的資産かＣ文脈的人的資産かに生涯投資す

る．長期には世代交代が行われる．Ｉは産業

間移動が可能であり，Ｃは特別の組織的文脈

に一定のコストを沈下させる［だがこの資産

は事前ではなく組織に入ってから形成される

ものではないか．可塑性をもつ一般的能力の

形成か？］．

他方，企業にはＢタイプすなわち機能的ヒ

エラルキーとＤタイプすなわち水平的ヒエラ

ルキーがある．

ここでＩ－Ｂ，Ｃ－Ｄのマッチングが期待

利益最大となる．だが，実際には複数の進化

的均衡―局所的漸近安定性を満たす―があり

うる．その近傍にあれば（吸引領域）その均

衡に収束する．そしてひとたび確立するとそ

こから抜け出すことは困難となる．なぜなら

一つのタイプが優勢の場合，そこからの逸脱

がより大きなミスマッチを齎す危険性がある

からである．
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［青木はこれを図式化して説明している．

後に問題点で触れる］

合意的予見に基づいた「組織的デザイン」

は必ずしも実現されない．なぜなら最適反応

進化的ダイナミックスは限界合理性の２つの

要素によって特徴づけられ，一般に経済主体

は近視眼的であり，慣行を踏襲しがちであ

る．また完全で瞬時の調整を不可能にする慣

性があるからである．

そのため非効率的な均衡（組織慣習の出

現）が経路依存的に選択されうる．少数者の

合理的予想を導入しても効率的配置に収束す

るとは限らない．経済主体の戦略的選択間に

は補完性があり，人口の大部分がある戦略を

採用しているならば同じ戦略を採用すること

が最適反応となるのである．

こうした進化モデル理論にはしかし限界が

ある．発生上の制約がひとたび与えられると

複数の組織的慣習の進化現象を説明できる

が，どのようにして与件であった発生上の制

約それ自体が決定されるかは説明できないの

である．

そのことがⅡ部の展開に繋がる．

第６章『政治ドメインにおける安定的均衡

としての国家』はゲーム理論の国家論への適

用の試みである．ここでは国家のあり方もま

た政治的交換ゲームとして捉えられる．つま

り各主体がそれぞれの利益に基づき抵抗／服

従，支持／不支持などの何れかの行動を選択

した結果として国家形態が形成される．

プロトタイプとしては略奪国家，結託国家，

民主主義国家がある．更に民間主体による政

府に対するコントロールの包摂度の違い（誰

が政治ドメインに参加するか），及び体制維

持メカニズムの違い（法ルールなど）から自

由民主主義国家，コーポラティリズム国家，

市場保全的連邦国家［EUが代表であるが，

中国が何故このタイプなのかは理解できな

い］，開発主義国家，官僚制多元主義国家（と

ミクロコーポラティリズム）などのタイプに

分類される．官僚制多元主義国家は集団的利

益の調整，平等化コスト負担を特徴とする．

第Ⅱ部は制度分析のためのゲーム理論的枠

組を与える．

第７章『制度のゲーム理論による概念化』

は第１章の内容の数学的処理の試みである．

内容のまとめは省略する．

第８章は「制度的連結の共時的構造」を分

析する．

まずは定義から始める．制度化した連結と

は経済主体が異なるドメイン間での自己の選

択を戦略的にコーディネートし，孤立したド

メインでは不可能であった制度を実現する．

制度補完性とは経済主体の選択が他のドメ

インで支配的な行動ルールによってパラメー

ター的に影響をうけることである（制度的依

存関係）．

この制度化した連結には様々なタイプがあ

る．

① 社会的埋め込み

これは社会的交換ドメインが他のタイプ

のドメインを埋め込む場合である．それに

よってそうでなければ存立不可能な戦略プ

ロファイルを維持することが出来る．共有

財ゲームにおける協力的行動基準は充分大

きな社会的資本を齎す社会的交換ゲームに

従事することによって実効化可能となる．

ここで社会的資本は身分，社会的承認，感

情的安定などや共同体との協力的付き合い

から得ることが期待できる将来価値の現在

価値和である．［金に代えられないとすれ

ば数量化しえないし，比較も出来ない］

例えば，漁業組合においては協力的規範

と慣行を持ち，純所得を等分するそれが最

７７



も生産的である．有能なメンバーがそうで

ない場合より所得が低いにも拘らず，離反

しないのはより高い地位や尊敬を得られる

からである．

工場の職場規律についても同様のことが

言える［こうした規範や慣行がある国では

成功しても，別の国では成功しない，ある

いは普及しないのは何故か．名誉や親和な

どが経済活動のパフォーマンス向上に繋が

るとしても金銭的利得には結びつかない以

上，それらはそれ自身で独立した価値をも

つ．それらを金銭的価値よりも無条件で上

位に置く特有の文化によって措定されてい

るからであろう］．

② 契約的連結

分益小作が例として挙げられる．ここに

おいてはモニタリング能力が限られ，努力

の過少供給の可能性がある．そこで労働交

換ドメインを信用取引ドメイン（オフシー

ズン中，生活資金を貸す）と連結すれば勤

勉を引き出しうる．

③ 統合的バンドリング

これは例えば，雇用契約においてある結

果（怠り）が発生したら罰則を課すと決め

ておくことである．

④ 仲介されたバンドリング

商人法審判者などによる情報提供が正直

取引を維持するようなケースである．

⑤ 市場に仲介された連結

例えば，地方政府と国有企業の政治経済

ゲームを連邦政府がバンドルし，規制緩和

や予算ハードなどにより怠り／救済の［負

の］均衡を打開するケースである．

次に制度補完性について説明する．

諸制度間には共時的相互依存関係が存在す

る．そうするとある制度的環境が別のそれよ

り追加的便益が大（小）であれば複数の純粋

戦略ナッシュ均衡が可能となる．パレート劣

位の制度配置も結果しうる．例えば，労働者

が共同して労働供給をコントロールする場

合，国家の社会契約的コントロールが均衡結

果として発生しうる．また文脈志向的人的資

産に基づく組織的慣習の進化は官僚制多元主

義国家を補完すると共に後者は規制によって

競争的労働市場の発展を阻害する３）．

第９章『主観的ゲーム・モデルと制度変化

のメカニズム』はゲーム理論に基づき制度が

いかにして変化するかを考察する．

制度変化とはゲームがどのようにプレイさ

れるかに関する経済主体たちの予想がクリ

ティカル・マスで変更される状況をいう．

環境ショック，ドメインの内的危機または

それらの複合によって引き起こされる認知的

不均衡（共有予想の危機的揺らぎ）に反応し

て主体が物事を行なう新しい方法を発見しよ

うと努めるプロセスにおいて主体の戦略的相

互作用を通じて新しい種類の均衡とその縮約

的表現が自己組織化されるのである．

全体的制度配置が持続性をもちうる理由は

次のことにある．

① 制度が共有された思考様式であり，情報

伝達は特定の縮約された形式で行なうた

め，そのコードを無視して伝達できないか

らである．

② 制度はそのドメインで生成された価値を

制度特殊的な仕方で経済主体たちの物的，

人的資産に帰属させ，主体は自己の価値を

高める方向で資産を蓄積し，能力を開発す

る．

③ 現存する制度から恩恵を受ける主体は制

度を永続化する資源と能力に恵まれる（政

治的コントロールの弱い官僚など）．［集団

性を前提している］

④ 制度の様々な連結は変化への抵抗要因と
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なるからである．

一般に各経済主体は各時点で自分がプレイ

するゲームの構造に関して過去の経験から限

定的で主観的な認識（主観的ゲーム・モデ

ル）しかもたず，ドラスチックな環境変化と

内的危機に反応してそれを改訂していく．

その一般的認知均衡の条件は以下のようで

ある．

① 実行可能な選択のなかから戦略的選択の

限られたレパートリーをもつ（有限次元の

部分集合のみ活性化）．

② 経済主体はゲームの内生的ルールに関す

る共通予想の他，私的残余情報を形成す

る．

③ 自己の選択の帰結の主観的推測ルールを

もつ．

④ 最適反応選択ルール（利得を最大化する

と予想される戦略を①の集合から選ぶ）を

もつ．

［これらは同時に制度変化の要因ともなりう

る］

そうすると認知的側面からみた制度変化の

メカニズムは次のようになる．

各経済主体は現在ルールのセットが満足の

いく結果を齎さない時，自分たちの主観的

ゲーム・モデルの正当性と有用性を疑問視し

始める．次いでルールのセットを見直し，行

動のレパートリーを広げるようになり，新し

い戦略的選択をサーチ，実験し始める．

その環境的な引き金条件となるのは技術革

新，戦争などの外部ショックである［単に外

部的とはいえない．新しい技術の発見自体は

かなり偶然的かもしれないが，その実際の適

用・実現は内的要因に規定される．戦争もま

た合成の誤謬の結果でありうる．環境は外部

的であると同時に主体的行動の合成的結果が

各主体に対置されたものでもある］．

同時に内的な累積インパクトがある．ある

ルールでの繰り返しゲームの累積的結果が資

産，権力，期待される役割の分布に変化を齎

す．現存する制度配置に対し中立的または若

干非最適な，相当量の突然変異的な行動選択

とそれに関連した能力が内部的に累積され

る．そうした逸脱的選択も類似の選択や補完

的な新選択が同一または補完的ドメインで発

生することが期待されるならば有利となる．

多数の経済主体による活性化された選択集

合の同時的見直しと新選択の体系的な実行が

開始される．共有予想の危機的揺らぎの状況

で改めて経済主体はドメインの内部状況に関

する多くの情報処理を余儀なくされ，特に自

己の利得に関連する他者の選択の発生的パ

ターンに関する情報を処理し，予想を形成す

る．更に推測ルール，利得予想，行動選択も

見直す．主観的ゲーム・モデルの再構築を始

めるのである．その場合，外部の慣行を模倣

したり，政治ドメインなどで少数の有力な予

測的，規範的予想システムが出現し，競合す

るようになる．

そうした過程を通して新モデルの認知的均

衡化に至る．つまり支配的経済主体の学習を

導いてきた予測的，規範的予想システムがド

メイン内部状況と整合的に認知され，行動選

択の帰結を予測する新しい推測ルールが定着

し，新たに活性化された選択の部分集合から

の選択が満足できる利得を齎すようになる．

移行の期間には制度危機，新しい選択の模

索の時期と進化的淘汰圧力におかれる時期が

ある．これは漸次的なダーウィン的プロセス

ではなく「断絶平衡」に似る．制度進化は決

定的な転機点と進化的淘汰と共に経路依存性

と新奇性によっても特徴づけられる．

第１０章『制度の通時的連結』は制度進化の

通時的メカニズムを扱う．
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このメカニズムには次の３つがある．

① 重複した社会的埋め込み．これは制度進

化が長期には経路依存性を持つことを示

す．

② それ以外のゲームの連結の再構成つまり

空間的に分離していたドメインの統合，制

度的革新が既存の制度のアンバンドリング

や新たなバンドリングを可能とする．

③ 通時的な制度補完性．

まず埋め込みの通時的構造．

社会的交換ドメインにおける社会的資本の

基本的性質（文化的パターン）は時間を通し

て比較的頑健である．他方，経済取引ドメイ

ンのゲーム形（生産技術，法的ルールなど）

は比較的速く変化する．

両者の連結例としては閉鎖的共同体ドメイ

ンが取引ドメインを埋め込み，その行動選択

を共同体規範が規制する場合があり，これは

環境ショックへの適応を阻害する．

これとは対照的に新たな外部機会への共同

体の適応を促進する埋め込みもある．つまり

共同体規範が正直取引を実効化する基盤を提

供するような場合である．

異なる取引ドメイン間での社会的資本の移

転が起こることもある．外部に発生した取引

ドメインが新たな社会的交換ドメインを形成

するようなケースである．事例としてはイタ

リアの産業地域の新しい小企業クラスターが

ある．ここでは大企業からスピンオフした技

能労働者が創業し，取引ドメインは新たに形

成された市民共同体に埋め込まれていた．日

本の産業的文脈における共同体規範の擬似複

製もこれにあたる．

また社会的資本の置き換え，再構築を示す

例はイギリスの囲い込みである．土地領主と

ヨーマンはフォーマルな契約関係にあった．

ヨーマンの共同体規範は領主との対抗に動員

された．だが農産物市場の発展から囲い込み

が双方に利益を齎し，規範を解体すると共に

新たな社会的交換（賃借関係）で置き換えた．

次に制度化した連結とバンドリングの再構

築．

経済統合（２つのドメインの統合）の好例

は日本の問屋制家内請負契約システムと農村

産業の結合である．これは農村共同体と江

戸，大阪の商業ネットワークを結びつけ，農

民を完全に農業から切り離して競争的労働市

場で移動可能な労働者に転換することなく農

民の余剰時間を組織化できた．

アンバンドリングとリバンドリングのシュ

ムペーター的プロセスを示すのは開発活動の

進化的な事後的バンドリングである．

これは伝統的企業のアンバンドリングから

ハイテクセンターでの起業家企業のクラスタ

リングが形成され，モジュール化された製品

デザインで成功し，それを再び主導企業が吸

収するという経過を辿る．

Ｊ［日本型］企業の場合はデジタル時代に

おいてジレンマに陥る．モジュール化が進む

とその優位が低下せざるを得ないのである．

最後に通時的な制度補完性―制度補完性が

制度進化メカニズムに及ぼしうる影響力．

補完的制度の相対的適合性が進化を促進す

る場合がある．これをモメンタム定理と呼

ぶ．既存ドメインにおける補完的制度の初期

時点での存在や制度関連的パラメータ値の変

化が他のドメインにおける新制度の発生やド

メイン間配置の変化の引き金となりうる．但

し自動的ではなく，補完関係の強さに依存す

る．

制度変化において政策も一定の役割を演ず

る．例えば，日本のメインバンク制度は政策

の意図せざる結果として創発された．
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また政策の挫折は制度関連的能力の欠如に

よるものである．

政策による進化の方向付けもありうる．国

家の性格は旧パターンから新パターンへの移

行の方向と速度を規定しうる．例えば，ロシ

アでは政治ドメインから（民主化）の組織ド

メイン（官僚機構のバンドリング）のアンバ

ンドリングが経路依存によりインサイダーコ

ントロールを齎した．

第Ⅲ部『制度的多様性の分析』は以上の理

論的枠組みに基づいて企業組織の具体的なあ

り方を分析している．

第１１章『比較コーポレート・ガヴァナン

ス』は企業統治のタイプ分析である．

コーポレート・ガヴァナンスとは会社組織

ドメインにおける３つの基本的なプレーヤー

（投資家，経営者，労働者）間の戦略的相互

作用を統治する自己拘束的メカニズムつまり

各プレーヤーがいかに働き，努力し，協力す

るインセンティブを与えるか，という問題で

ある．ガヴァナンスには次のような基本タイ

プがある．

① ヒエラルキー的分割モードのガヴァナン

ス

経営者＝所有者（企業家）である場合は

労働者の努力水準と賃金を関係づける契約

によってコントロールする．企業家が不足

資金を投資家から借り入れる場合は負債契

約による規律付けが行われる．

株式会社の場合はコーポレート・コント

ロールの市場（コントロール権の譲渡）が

成立し，株主ガヴァナンスが行われる．

② 参加型ヒエラルキーにおける共同決定

労働者は残余コントロール権に参加し，

投資家は経営者に対し別個のコントロール

権を行使する．

共同決定は新しい中間的行動が関係する

全ての当事者の厚生を改善する時［痛み分

けもあろう］，実行に合意される．

③ 水平的ヒエラルキーの関係的な状況依存

的ガヴァナンス

組織ドメインはインサイダーたる同質的

メンバーから構成される．ここにはかれら

の努力水準と組織純レントのインセンティ

ブ関係が存在する．

このＨ企業には２つのタイプのアウトサイ

ダーつまり受動的投資家と関係的モニター

［メインバンクのような］が存在する．関係

的モニターとインサイダーの交渉関係におい

ては順調な時は基本的に干渉しないが，困難

な時は救済か解散かを選択するという状況依

存的ガヴァナンスが行われる．

第１２章『関係的ファイナンスと暗黙知の価

値』は外部金融面からの企業統治実効化メカ

ニズムを解明する．

透明性やルールの明確化は必要だが経済知

識は必ずしもコード化されない．まだコード

化されない知識や暗黙知が存在する４）．そこ

で企業活動の可能なモニタリングの段階に応

じてファイナンスを決める関係的ファイナン

スによってガヴァナンスを実効化する．この

モニタリングには①事前的モニタリング（初

期の情報の非対称的状況のもとでコード化さ

れない将来状況の予想に依存して初期的資金

提供を決定する），②中間的モニタリング

（関係的金融家が経常的に行なう），③事後

的モニタリング（ある程度目鼻がついた段階

でリファイナンスを決める）がある．

この場合関係的金融家が得られるレントの

タイプには次の４つがある．

①市場支配力による独占レント，②政策誘

導的レントと擬似レント（これは金利規制な

どによる），③評判レント（これは評判によ

るプレミアムであり，それなりのコストは掛
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かる．つまり必要な時には救済せねばなら

ぬ），④情報レント（これは事前に独自の暗

黙知により作り出される経済価値である）で

ある．

第１３章『制度的補完性，共創発，そして危

機』は日本のメインバンクのケース・スタ

ディである．

日本のメインバンク制度も共有予想（明文

化されないが）のシステムであり，その要素

は関係的な状況依存型ガヴァナンス，金融系

列バンドリング，銀行に対する官僚制多元主

義的ガヴァナンスから成る．このメインバン

クは上記４つのレント［１２章］を併せ持つ．

この制度の創発は戦時及び戦後の過程におい

て採用された諸政策への意図せざる適合とし

て起こった．

だが今や競争的市場環境に直面してメイン

バンク制度はその不適合性を露呈した．これ

を取り巻く制度配置は市場関連的な金融の専

門的能力を育成することを妨げたからであ

る．

第１４章はシリコンバレー・モデルの解析で

あり，その制度的革新性の根拠を示す．

シリコンバレー・モデルでは２重のモ

ジュール化が行われ，それぞれのデザインタ

スク単位で複数が競争し，情報処理活動もカ

プセル化される．ここでは製品が自己完結的

で補完的でないほど革新能力が高まる．

VC（ベンチャー・キャピタル）によるガ

ヴァナンスには複数の起業家と契約するトー

ナメント方式，情報仲介や段階的ファイナン

スがある．

シリコンバレーにも規範と価値が形成され

る．それは評判メカニズム（過去の実績）と

クラブ規範（モニタリングの相互委任を規

制）であり，それによってモニタリングとガ

ヴァナンスの高い努力水準を引き出す．

第１５章，エピローグは何故，制度が多様で

ありうるのかを説明する．

グローバル化のなかでも社会の制度が一元

化されないのは経路依存性や制度補完性によ

る．また組織ドメイン内の暗黙知の重要性，

情報処理のカプセル化にもよる．加えて様々

なタイプの組織アーキテクチャの相対的情報

効率性はミクロ技術，組織歴史，ローカル市

場で利用可能な人材，社会規範を含む周囲の

制度配置などの諸要素に依存する．

そして不断に変化する環境に対し創発的に

反応できるのは人類が多様性に基づいて相互

学習，実験その他を行う意識的能動的存在だ

からである．

蟷螂の斧に過ぎないことは承知のうえで

少々疑問を呈してみたい．

まず第１は限定合理的な利己的個人の前提

への疑問である．

青木は限定合理的な利己的個人から出発し

ながら，至る所で個人主義的ではない主体，

利己的ではない個人，機会主義的ではない個

人を導入している．どうやら，青木は新古典

派のパラダイムに則って理論を構築している

ように装いながら，実はその超克を意図して

いるのだ．実際，新古典派の論理とは相容れ

ない，異質な論理，要素を取り入れている．

新古典派理論の換骨奪胎を意図しているので

はないか．

それならば出発点となる経済主体は予め社

会的規定性を受けた存在とするのが理の当然

であろう．利己的個人なるものはアプリオリ

な規正性ではなく特殊社会的存在と規定され

るべきなのだ．個人は原初より関係性を帯び

た存在であり，同一性，共同性を措定されて

いる．個体的存在と同時に類的存在たる主体
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として最初に設定さるべきであろう．人間

human beingは他者との関係性を前提し，人

類 human race，humankind は何よりも種な

のであり，homoはhomos＝the sameを語源

とし，同質性を前提しているのであるから．

本源的に人間個体は種を保存しようとする

存在であり，まずは共同体的諸関係の中で自

己を維持する．種の保存や共同体的関係の存

続のための歴史沈殿的規制がタブーである．

青木説では原初に自立的且つ利己的個人あ

りき，である．青木はある状況のなかでは自

立的・利己的個人が即自的個別利益を主張し

ても，結局，自分たちの利益に反することに

なるが故に協力を選び，共同体規範を形成す

る，という．むしろ逆であろう．共同的関係

がとりあえずは個々人の存在を激しく脅かす

ことがない限り，そこから離脱しようとはし

ない．ゆらぎはあっても求心性は強い．共同

的関係性のなかで存続できなくなるか，自己

喪失に陥るか，そこから排除されるかした場

合に，自立の荒ぶる原野に彷徨い出ることに

なる．

また青木は社会的資本として，親和，名

誉，尊敬などを挙げ，個人的利得メニューに

含めているが，これは無理がある．金銭的報

酬や収益性とは同等化できない．数量化でき

る要素でないだけでなく，交換可能でもな

い．少なくとも一義的には親和と金銭の間に

は代替性も比較可能性も補完性もない．愛は

見返りを求めない．互恵も直接には対価を求

めない．結果として助け合うことになるとい

うものであって，始から等価性を期待する交

換と同じものではない．名誉も愛も金で買え

る，というのであれば別だが．情けは人のた

めならずというのは必ずしも長期的利益の配

慮だけではなかろう．アメリカの労組のセ

ニョリティシステムも，あるいは労働者の競

争自粛，共同規制も個人的合理主義からは出

てこない．おそらく青木は新古典派のパラダ

イムの中にそれとは異質な，しかし社会分析

には不可欠な諸要素を嵌めこもうとしたので

あろう．無理を承知で，抵抗を込めて．

しいて社会的交換とすれば，服従と生活保

障の交換，安逸，気楽さと他者依存の交換あ

るいは便宜を図ることとその見返り，などが

考えられるが，個人間の対等な交換関係では

なく，利得最大化仮説とは全く相容れない．

個人が組織的関係に入り込むのは一定の市民

的自由の制約なりの何らかの代償を伴うであ

ろう．組織参加は個人の選択メニューの１つ

かもしれないが，直接的利得には代え難い別

の人間的諸要素を前提する．組織は単なる雇

用契約関係の束，ネクサスというわけではな

い．

互恵，共同体志向，帰依などはより深い希

求，心性に基づく．それらは一般的な諸個人

の行動，価値メニューには含まれても，利己

的個人の行動，利得メニューには含まれな

い．それらを並列化できないのである．従っ

て比較考量は不可能である．次元の違いとい

えるかもしれない（例えば，宗教的信念は他

の経済的価値などとの比較考量の余地は狭く

経済活動のあり方，その選択範囲，分配方式

を強く規定する）．

またある項目のメニューの選択はそれ自身

で他の項目から独立に行われるとは限らな

い，対となるワンセットで選ぶことが多い．

そうするとある項目の選択肢のうち何れかを

選択すれば，他の項目の選択肢のうちあるも

のは選択できないという意味で排除しあう関

係もあれば（先の組織加入はその１例であ

る），他の項目の選択を否応なく拘束するこ

ともある（ライフスタイルの選択と職業選択

など）．

加えて，個人の行動，利得メニューの選択
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は意図せざる帰結を齎すことも多い．各人が

それなりに合理的行動を採るとしても結果と

して不合理なことにもなりうる．これは必ず

しも合理性の限界，不充分さの故ではない．

本質上，排他的・自己完結的個人合理性は社

会的非合理の素因である５）．これは一般に合

理主義それ自身に内在する自己撞着であり，

合理主義の避けがたい陥穽である６）．これは

新古典派の枠組みでは絶対に説明できない．

およそ利得（満足度）最大化などというのは

他人を犠牲にせずには不可能なのである．

それに対する青木の解答は，結局，利己的

個人とは相容れない別の人間的要素を導入す

ることに見い出された（機会主義的ではない

こと，利己的ではないこと，功利主義的では

ないもの等に）．これは前提していたものを

変更する解決であり論理整合的とはいえな

い．

実際，選択の多くは限定をつけるにせよ合

理的判断，打算の結果とは限らない．説明困

難な思い入れや妥協や諦観の結果かも知れな

いし，所属集団，伝統の拘束性の結果でもあ

りうる．「自由の国」アメリカの人々がどこ

まで自由に人生を選択できるのだろうか．ア

メリカの支配層は真に自由人なのだろうか．

真の自由人は異った生き方，価値観に寛容で

あらねばなるまい．だがあの不寛容さを見

よ，あの排他性を見よ，あの自己欺瞞，尊大

さを見よ．彼らは人生ゲームの勝者かもしれ

ないが，人生をゲームとしてみるという考え

自体が極めて特殊であり，いかにも存在被拘

束的ではないか．他にも多くの価値，行動メ

ニューはありうるのに個人的合理主義，機会

主義に色濃く染め上げられたのはアメリカの

特殊歴史性の呪縛である．異邦に侵入した流

浪の民たる存在に深く規定されている．彼ら

の観念は強く自己主張せねば生きていけない

特異環境の所産である．確かに特殊な才能に

恵まれ，自己アッピールに長けた人々にとっ

てアメリカとりわけニューヨークは住み易い

所かも知れない．だがおそらく大多数の人々

は変動よりも安定を，達抜よりも平凡を，勝

ち負けよりも平穏を望むであろう．少なくと

も安寧を望む人々が少なからず存在する以上

は疎外されることなく安んじて暮らしうる社

会環境を作り出さねばなるまい．それこそが

経済政策の最大の課題であろう．

いずれにせよ合理的利己的個人はたとえ限

定をつけるにせよ，人の行動や価値観の一面

として相対化すべきなのである７）．人は多面

的に捉えねばならない．

もし普遍化のために数学的表現が必要とす

れば，個人的利得，行動メニュー，選択関数，

帰結関数とは別に，社会的価値メニュー，そ

れらの評価関数，行動パターンメニュー（一

部は重複する），価値－行動連結関数（例え

ば，親和－協力，尊敬－貢献，帰属－献身，

カタルシス－他の利得を犠牲にした目標達成

など），共鳴関数，共有イメージの刷り込み

度，あるいはその意識拘束度，沈殿深度（タ

テ），影響規模（ヨコ）などの概念規定を加

えればよい．これらメニューの選択範囲や選

択の蓋然性は比較衡量というよりは，社会的

諸エレメントの強さ，深さによって規定され

る．宗教的信念や民族性はとりわけ強いエレ

メントであろう．

意識しているにせよ，無意識のうちにせ

よ，歴史的な淘汰の試練を経た共同意識や慣

習（これもある意味では情報節約的である）

の拘束性は大きいのである８）．これは青木自

身も認める所であろう．実際に，個人がその

ものとして自由に選択できる余地は想像以

上に少ないと思われる．自分の思う以上に

「我々は過去の囚われ人」なのだから．それ
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故，程度の違いこそあれ，共同意識，歴史的

規定性に拘束されない領域において（残余）

及びその規定性の許容範囲内，または両立可

能なかぎりで個人的選択の自由がありうる．

残余の自由なのである．

自由というのは従ってかなりは幻想なのだ

が，拘束性の網から外れた空間領域に存在し

うる行動－利得メニューの選択可能性を意味

する．

その上で制度を考えてみよう．制度はそこ

から逸脱すると自らの首を絞めるようなもの

としてビルトインされた社会的仕組である．

だから積極的であるか，不承不承であるかは

ともかく大多数の人がそれに従わざるを得な

いようなルール，慣行，固定観念の総体であ

る．

そこに安住すれば，とりあえずはさして酷

いことにはならない，能動的にせよ，受動的

にせよ，妥協にせよ，諦観にせよ人々が受け

入れる社会秩序維持の総体的システムであ

る．

そこから逸脱しようとすると少なくとも物

質的には不利な状況に陥れられる．幸福であ

るかどうかは別問題として．だから制度はそ

のもとに定着した社会イメージに基づいて選

択した行動が意図した結果をもたらさなくと

も維持される場合がある．

それ故また歴史の過程では多くの個人の選

好とは反する結果が生じうる．例えば，ある

種の分配メニューについて多数が支持しては

いないようなメニューを採用することもあ

る，あるいはより一般的に言えば，いくつか

の社会的状態の選択肢のうち多くの人々が最

も望んでいないそれに結果することがありう

る．しかもそうしたことが制度化される場合

もある．戦時体制や専制の登場がそれであ

る．

何よりも限定合理的個人の仮定の下では何

故，多くの人々の意思に反して戦争になるの

か，全体主義体制が生まれるのか説明できな

い．何故，全体からみれば小数派にすぎない

社会的勢力がある社会を支配しうるのか．そ

れは歴史に学ぶしかないのだが，概して新古

典派は歴史的反省に重要な意義を与えない．

ところで歴史は連続する同質的な原子的個

人の生活史の総計ではない．社会の変遷は一

定の文化価値を共有し，利害を同化しうる社

会的諸集団を抜きには考えられない．

ここで単純なモデル化を試みてみよう．あ

る社会がいずれも単独では多数派ではない３

つのグループＡ，Ｂ，Ｃから構成されるとし

よう（４グループ以上と考えても理論的には

同じである）．その中にかなり強力ではある

が，他の集団，階層に対して排他的な勢力が

存在するとする．それをＣグループとしよ

う．他の集団は協調してその勢力に対抗する

以外には自らを守りえず，自らの所属する集

団の存続を危うくする，あるいはそう考えざ

るをえない状況にある．そういう緊張関係に

あるとする．とりあえずはどのようにしてそ

ういう状況に至ったのか（階層・階級生成過

程と対抗関係の形成）は問題としない．

ＡとＢグループは連合を形成し，Ａ＋Ｂ＞

Ｃとなる．ここでＡは幾分Ｂを上回る勢力と

しよう．単純な量的関係としても良いし，組

織性の強度の違いとしても良い．ヘゲモニー

を握ったＡがＣグループを抑圧するために暴

力装置と監視・コントロールシステムを作り

上げ，作動させる．それが一定の成功を収め

たならば，次に矛先は連合していたＢグルー

プに向けられる．こうして部分的な強圧メカ

ニズムが社会全体に対して適用されるように

なるのが全体主義体制である．ナチス体制や

スターリニズム体制の誕生はこのモデルの典

型的ケースであろう．
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ここで各社会集団が社会的状態（ｘ，ｙ，

ｚ）についてそれぞれ独立に異なった選好順

位を持つとしよう．例えば，Ａグループはｚ

＞ｘ＞ｙ，Ｂグループはｘ＞ｙ＞ｚ，Ｃグ

ループはｙ＞ｘ＞ｚという選好をもつとす

る．この場合，Ｂがｘを最優位に置くが故に

Ａと連携することがある．それによってＣグ

ループが排除されるとＢとＣが共に最も好ま

ない，従って多数が反対する，ｚが選択され

る可能性が生じうる．

戦争や専制に至るのは個々人の合理的意思

決定の合成的結果ではない．個人性を押し流

す社会的意識の糾合を伴う，諸集団の力学以

外ではあるまい．社会的諸集団の力関係にお

いて特定の集団がヘゲモニーを掌握し，権力

と結びついた場合，個々人の意思は強く制約

される．外在的人的結合＝吸引作用が働くの

である．自己規制か，相互規制か，他者の強

制であるかはともかく，個人の選択の余地は

事前に狭められているのである．こうして戦

争は個人の選択の余地が押し込められた極限

的結果である．国家間の囚人のジレンマ的状

況であったり，複数の国家意思の合成の誤謬

ではあるかもしれない．無論，ヘーゲルの考

えるような個人を超越した絶対精神が存在す

るわけではないが，ともかく人類は個体的存

在であると共に類的存在である以上，何らか

の集団を形成し，依存し合って生きていかざ

るを得ない．それ故，どのように集団を形成

するか，いかなる集団間関係であるのかは重

大問題となる．

この集団は単なる機能的利益集団にはとど

まらない．集団的関係には人為的に作られる

それ，つまり組織と階級，階層，血縁，地縁

集団のような自然的なそれがある．後者は存

在それ自体によって規定される同化＝吸引作

用によって形成される．個人的には居心地の

悪さや，反撥を感じるかもしれないが，否応

も無くはめ込まれざるを得ない類的関係であ

る．前者も諸組織それ自体の生成，解体，変

遷，再編には個人の自発的意思，打算的配慮

も相当程度働くであろうが，一旦，出来上が

ればそれは個人を規制する．逸脱すれば自ら

を締め上げる相互依存メカニズムが作動す

る．いずれにせよ個人の自由選択の余地は頭

で思うほどには広くはない．

組織・集団の箍が外れると共に個人の選択

の自由度が高まる．

集団・組織規制がどのように崩れていくか

はまた考察を要する問題ではある．組織がメ

ンバーの生活そのものを維持しえなくなれ

ば，その存在意義を失わせ，共有価値を裏切

る事象が充分に多くなれば離脱が始まり，規

制力が弱まっていく．そうした事態を立て直

そうとして改革を始めれば，従って部分的に

せよ箍を外せば，すでにクリティカル・マス

の領域に達している場合，往々にして一挙的

な崩壊を導く．「腐敗した政権は改革しよう

とする時にこそ存亡の危機に瀕する」，ので

ある．自然的集団は一般に沈殿度が深く，意

識拘束性も強いが，長期には風化していくこ

ともありうる．また，大きな外圧，環境の変

化が結合力を弱めていくこともあろう．

その拘束性が弱まれば個人的自由は拡大す

るし，変異の可能性が高まる．そしてその上

で改めて新たな社会的，共同的関係が作り出

されていくのである．それが真の自由への道

であるかは別問題であるが．

元々，沈殿度が浅ければ，容易に集団の共

有する文化的価値は覆る．天皇制イデオロ

ギーがそうであろう．コミュニズムもしかり．

日本の天皇制はそれを利用する強力な勢力

はいたが，イデオロギーそのものとしては底

が浅かったと思われる．そうであるが故にか

８６



えって根本的に解体することなくなし崩し的

に残存したのかもしれない．

他方，日本固有の柔軟な集団主義は浅くは

ない．長老支配と同根の官僚制とそれを支え

た他者依存，事なかれ主義もまた根強かっ

た．制度変化への最大の抵抗要因である．

従って「社会のメンバーが共有する主観的

ゲーム・モデルに基づく行動選択が予期され

た帰結をもたらされない」としても必ずしも

制度変化を招来するわけではない．

第２に，第６章の産業特性と技能配置の関

連についてもやや疑問が残る．

本書１５５頁の３角形は３つの要因の関係を

２次元で表示する図式化の工夫である９）．ま

ずは簡単に図式の意味を確認しておこう．

産業はＭ産業：機能分化型とＶ産業：情報

共有型があり，労働者はｆ機能的技能者（個

別化された人的資産をもつ）とｃ文脈的技能

者（文脈志向的人的資産をもつ）がいるとす

る．この正三角形においてＢ→Ａ：人口中，

ｆの割合，Ａ→Ｃ：Ｍ産業で働くｃの人口中

割合，Ｃ→Ｂ：Ｖ産業で働くｃの人口中割合

を示す．

ここで任意の人口分布Ｘをとり，そこから

各辺に平行線を引けば，その線分は各人口比

率を表す．その線分を各辺に平行移動すると

BXf：機能的技能者の比率

CXcv：Ｖ産業の文脈的技能者の比率

AXcm：Ｍ産業の文脈的技能者の比率を

表す

そうするとAB上のＭ産業従事者に正確に

ｆ技能者が一致する点Mf が正規の均衡点で

ある．Amから引いたACに平行な線がBC

と交わる点VcとＣとの線分がＶ産業に従事

するｃ技能者を示す．

Ｊ均衡は全て文脈的技能者であり，

CJ＝CJm：Ｖ産業に従事するｃ

AJm＝BJ：Ｍ産業に従事するｃを示す．

Ａ均衡は全て機能的技能者であり，

BAm：Ｍ産業に従事するｆ

AAm：Ｖ産業に従事するｆを示す．

Ｃ点は全てＭ産業で技能者はｃのみ，Ｂ点

は全てＶ産業で技能者はｃのみとなる．

だがこの図式では三角形内の１点ＸはＭ産

業に従事するｃを表示することは出来ない．

たとえｆ労働者は産業間を瞬時に移動できる

としても産業特性と技能のミスマッチの程度

を表示できない．青木理論ではそれが産業組

織進化過程の根幹であるはずにも拘らず．

そこで青木説の主旨に則ってもっと簡潔な

図式化を試みてみよう．
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ここでBAは労働者中の文脈的技能者の比

率を表し，同じことだがDCは機能的技能者

の比率，BCはＭ産業従事者の比率，DAは

V産業従事者の比率をそれぞれ表す．

そうするとＪ均衡はAD上の１点にあり，

Ａ均衡はBC上の１点にある．

Ｍ／Ｖ産業従事者の比率とｆ／ｃの比率が

対応する正規均衡は対角線上に表示される．

４角形内の１点Ｘは任意の経済の人口分布を

示す．

BXmはM産業就業の割合を示し（CXm

はＶ産業就業者），AXfv はそこで働くｆの

割合を表す．

BXcはＶ産業で働くｃを示す．XcXfv は

Ｖ産業で働くｆを示し，その部分がミスマッ

チを表すのである．

対角線より右の部分は逆にＭ産業で働くｃ

がいることを示す．

Ｘが対角線の近傍に位置する場合はそこに

収斂する傾向があり，ADの近傍のＸはAD

に，BCの近傍のＸはBCにそれぞれ収斂す

る傾向がある，ということになる．

産業内の技能配置を明示する別の図式化も

可能である．

OMはＭ産業に従事する就業者，OXcは

うちｃ技能者の比率，OVはＶ産業に従事す

る就業者，OXf はうちｆ技能者の比率を表

す．従ってＯ点は正規の均衡点を示す．

Ｏからの距離が遠いほど産業の特性と就業

者の技能とのミスマッチが大きい．Ｐは対極

の特異点である．

Ｖ点はすべての就業者がｃであることを示

し，Ｍ点は全ての就業者がｆであることを示

す．それぞれはある種の均衡点ではあり，そ

の近傍点はそこに収斂する傾向がある．

もし，産業間の就業者比率を明示したけれ

ば，長方形の辺の長さの違いで表せばよい．

とはいえ本質的問題は別の所にある．

個々人の人的資産への投資，または能力形

成は必ずしも打算によるわけでない．文化的

背景，個人性向，社会的志向性を含む様々な

要因が働くはずである．それらは自律／他

律，自立志向／共同志向，変化志向／安定志

向，同化／差異化，受動性／能動性などのダ

イコトミーの組合せとして，また組織や労働

のあり方に即してより具体的にいえば自己実

現／手段性，特殊能力／総合力，専門知識／

幅広い知識，流動性／定着性，個別化／協

働，汎用的／特殊組織的＝文脈的労働などの

ダイコトミーの組合せとして考えることが出

来る．

他方で，かなりは技術的に規定される産業

の構造的特性が存在する（採取産業，加工・

組立産業，措置産業，サーヴィス産業，情報

産業など，あるいは少品種少量生産，少品種

大量生産，多品種少量生産，ソフト産業な

ど，又は標準的／非標準的生産，部品のコネ

クター的関係／擦り合わせなど）．産業はそ

の種類によっていかなる人材を必要とする

か，どのように配置し，利用するかという点

でそれぞれ特殊性をもつ．産業の構造的特性

と人材の特性との相互作用の結果，マイス

ター方式，フォード方式，トヨタ方式，モ
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ジュール方式，セル方式，ソフト開発といっ

た多様な労働のあり方が生まれうる．

まとめると労働態様は次のように分類され

よう．

青木説に従えば人的資産への投資は自由に

選択可能であるのだから，長短の時間はかか

るとしてもいずれは正規均衡値に収斂するで

あろう．だが人的資産の形成はまっさらな布

に色を染み込ませるようなものではあるま

い．複数の均衡が成立するのはそうではない

からだ．分岐してきた遺伝的資質の差異以外

にも類的存在として予め歴史的，社会的被規

定性を帯びている．長期には変化しうるとし

ても文化的，社会的因子はたかだか数世代で

は変るまい．その変化はいうなれば深層進化

であって，経済システム，政治形態，技術の

ような表層進化とは異なる．だからこそ国に

よる産業の特化，比較優位性の差異が生ずる

のである（自然的条件は別として）．労働能

力と産業構造が共進化するのはいずれも一定

程度の弾力性，柔軟性をもちながらも，本質

上，容易には融合できないからであろう．

第３に，同様のことが官僚制多元主義の生

成についてもいえる．

青木は「官庁と利害集団の結びつきは双方

の戦略的手番によって生じた結託的な結果」

（本書３７５頁）であるという．だがより深い

文化的，社会的基盤があるのではないか．

官僚制多元主義を要素分解すると①共同性

の外部化，外在的コントロール，形式重視，

前例主義，権威主義，②それを支えるお上意

識，他者依存，③凭れ合い，④各社会的集団

に対応する官僚機構の分割（原局）及びそれ

らの一定の自律性，⑤集団間利害調整とな

る．

このうち①，②は古くから存在する．③は

互いの首に紐を掛け合う日本に伝統的な権力

維持方式であり，ある状況では結託的独占レ

ント獲得となって現われる．④は分轄の組織

編成原理であり，⑤は組織的調整メカニズム

の一つである．これらが一定の条件の下で結

合して独特の官僚制多元主義を形成されたも

のといってよい．いうなれば社会的，文化的

な深層構造と表層的形相との合成物である．

従って根は深い．

確かに日本は９０年代以降，社会的地殻変動

の兆しがあるが，官僚主導で表面的アメリ

カ・モデルに２周遅れで追随しようというの

がいかにもこの国らしい．企業形態は少なく

とも表面的には変貌しつつあるようにみえる

が，内実はまだ流動的である．官庁と産業と

の癒着構造もその有り様が変りつつあるだけ

で本質は変わりない．官僚制，長老支配は頑

強にして揺ぎ無い．「構造改革」は官僚制の

許容範囲での手直しに過ぎない．そうであっ

総合

職人
（独立）

文脈的労働・関係的労働
（多能・協働）

情報分有
（カプセル化） 情報共有

純機能的労働
（単能・プロセス分業）

専門職（ネットワーク）

特殊専門化
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ても官僚の『無謬性神話』を壊すことなく，

なし崩し的変化が進行しているのは間違いな

い．

さて日本はどこへ行くのか．変動過程にお

ける社会的力学の最悪のシナリオもありう

る．危機感と不安の蔓延する状況においては

ある強硬な勢力（ネオコン）が台頭するかも

しれない．これは官僚制多元主義にとっては

中立的である．とりあえずは現在の支配体制

にとりさして有害にはみえない．だが不満分

子を吸い上げる形で，諸集団を糾合して無視

できない勢力となり，支配グループがそれを

取り込もうとすれば社会的勢力配置図は一挙

に転回しうる．歴史の悪夢が再現するかもし

れないのだ．そうした可能性も含め，我々は

あらゆる状況を考え，必死に現状を分析し，

最善の判断を下すべき時機に直面しているに

は違いない．

青木『比較制度分析』から学ぶべきことは

多々ある．多様な制度配置の蓋然性の共時的

及び通時的解明，とりわけ人的資産の特性と

絡めた情報処理システムとしての組織のタイ

プ分析や機能分析，そしてまた情報カプセ

ル化，官僚制多元主義といった概念規定，

等々．

だがそれにも拘らず，青木理論は残念なが

ら新古典派の頑強な城壁の正面突破にはなり

えていない．単純化を恐れず言えば，青木の

利己的合理的個人の前提に由来する矛盾の解

決は協調した方が，あるいは規範や調整ルー

ルに従った方が結局，自分の利益になるとい

うものであった．いかに精緻な理論であって

もこれは一面的に過ぎるという謗りを免れえ

ない．そうではなく利己的個人という側面も

含みうる個体且つ種としての性質を併せ持っ

た多面的主体の存在を社会システム論展開の

出発点とすべきではなかったろうか１０）．そう

であるならば社会システムにせよ組織にせよ

単に機能的編成原理だけでは分析し切れない

のである．

「不断に変化する環境に対し創発的に反応

できる」のは人類が個体的存在であると共に

類的存在であり，それ故に関係性（他者との

相互作用），継承性（刷り込まれた社会的遺

伝子といえよう）や場（環境因子）の制約を

引きずり，且つまた意識と実体のズレや個別

的能力限界に苦しみながらもそれぞれに何と

か生き抜こうとする多面的で意識的能動的主

体だからに他ならない．
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理運営のマニュアル化（脱イデオロギーの

工学系管理者による管理），抵抗力なき雇

用官僚制の組合せと考えることが出来よ

う．これらは社会的要素からみれば他律

性，共同性の外化，共同体の包摂，組織的

動員主義（カンパニア主義），社会的合理

主義（生きた人間と切り離された技術至上

主義や社会工学的発想に代表される）に

よって規定されている．

４）「暗黙知」はいやしくも科学的タームとし

て用いられるのであれば，厳密な定義が必

要であろう．

とりあえずはデジタル化できず，コード

化できない，従って直接には伝達不可能で

はあるが，有用で（何らかの経済的価値が

ある），共有可能な知とされよう．例え

ば，有用なる経験的勘がそれにあたる（ハ

イエクの「現場知」）．では直感（例えば，

経営者的本能）は共有可能であろうか．経

験を共有しなければ，理解できないものな

のか．また共同的社会生活を前提しないと

了解できないものもある．そうすると，暗

黙知についてもやはり類的存在に規定され

たものが存在しうる．集団的に共有される

エトスがそれである．

また一般に証明不可能だが刷り込まれた

思い込みの知はどうか．先験的信念はどう

か．「神は存在する」は共有可能な暗黙知

なのだろうか．超自然的存在を信じ，自ら

を謙虚に見つめる生き方，人生観，世界観

は暗黙知といえるか．少なくともそれは社

会のあり方を規定する重要な要因となりう

るには違いない．

科学よりも歴史の淘汰を経た知恵や倫理

観の方が人々の幸せに資するところははる

かに大きいとも思う．

５）序数的効用理論やパレート原理に基づく

Ｋ．アローの「社会的厚生関数の不可能性

定理」はこのことを示す（Kenneth J. Ar-

row, Sosial Choice and Individual Value, New

York, １９５１，Ｋ．アロー『社会的選択と個

人的評価』長名寛名訳，日本経済新聞社，

１９７７）．これは投票のパラドックスに類似

しているが，本質的には「期待効用最大化

を目指す合理的個人」なる虚構の自己撞着

であろう．蓋し，他者との関係で考えれ

ば，効用最大化や自由は自ずから制約され

るのである．自由はそれ自身に内在的矛盾

をもち，効用最大化なるものも他人を犠牲

にすることなしにはありえない．パレード

原理は自由な合理的個人の序数的効用関数

から民主的に社会的厚生関数を導出する方

法ではあるが，にも拘らず一人の手に決定

権が委ねられる逆説を内在している．

Ａ．センはこうした問題をより一般化

し，パレート原理と自由尊重主義の両立不

可能性定理（自由を立てればパレート原理

が立たず，逆もまた真）いわゆるリベラ

ル・パラドックスとして定式化した（Ａ．

セン『合理的な愚か者』大庭健，川本隆史

訳，勁草書房，１９８９など）．

鈴村興太郎はこのパラドックスの解決を

「他人の権利域に属するその個人と両立す

る限りにおいて自分の選好に対し社会的発

言権を要請する」「リベラルな個人」が一

部なりと存在することに求めた（鈴村『経

済計画理論』筑摩書房，１９８２）．だが初め

から個人には個体的存在と類的存在の両面

があることを前提しておけばそもそもこの

パラドックスは存在しない．

６）実際，純化された個人的合理主義を突き詰

めていけば社会的合理主義（社会的ダー

ヴィニズムに代表される）と同じ非合理に

辿りつく．前者は人の価値は老齢化と共に

低下すると言い，後者は老人を社会にとっ

て価値のない存在とみる．合理的個人原理

主義と社会的合理主義とは同根なのであ

る．

７）周知のように アマルティア・センは効用

主義や合理的個人の仮定を痛烈に批判し，

「共感やコミットメント」の重要性を強調

している（Ａ．セン同上書，同著『福祉の

経済学』鈴村興太郎訳，岩波書店，１９８８．

同著『経済学の再生』徳永澄憲ほか訳，麗

澤大学出版会，２００２など）．

８）こうした点についてはとりあえず塩沢由典

『複雑系経済学入門』生産性出版，１９９７，

第３部，同著『市場の秩序学』筑摩書房，

１９９８，第Ⅲ，Ⅳ部，同著『複雑さの帰結』

NTT出版，１９９７などを参照．

９）ここでの用語は『経済システムの進化と多

元性』（青木昌彦）に従う．なお同書の図
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式上の誤りは本書では訂正されている．

１０）ちなみに現実の社会はＡ表に示された４つ

の特殊システムから構成される多元的シス

テムと考えたい（木村雅則「経済主体の行

動様式と多元的システム」山口重克編『市

場システムの論』，御茶の水書房，１９９２年

参照．cf．杉浦克巳，柴田徳太郎，丸山真

人『多元的経済社会の構想』，日本評論社，

２００１年）．

例えば，２０ｃ後半の日本社会は次のよう

に特徴付けられる．①の発展に伴い周辺に

位置した④は解体されていくが，それと同

時に企業内の共同体的関係として取り込ま

れていった．②は①を外部的圧力から一定

程度遮蔽すると共にそれを強力に補完して

いく．社会的利益集団，諸階層は②の各所

轄部門の権限により枠づけられ，擬似的協

議システムの原理によって利害を調整す

る．

また世界史的段階の特徴をごく一般的に

表現すればＢ表のようになろう．むろん，

国によって様々なヴァリエーションがあり

うる．

Ａ 社会を構成するシステム

システム 組織態様 理念，価値規範 行動基準，行動パターン 内在する問題

①市場システム 市・マチ 自由，私益，効率 自助，自律，交換，利得
または満足度最大化

不安，分解

②指令システム 統・クニ 安定的拡大，平等，公益 公助，他律，再分配，標
準化

不満，無機化

③協議システム 僚・クミ 協調，信頼，相互承認（自
立した個を前提とした利益
共有）

互助，共律，互酬または
相互譲歩，適量化（そこ
そこの満足）

不和，馴合い

④共 同 体 惣・ムラ 帰属，貢献，利他または共
同利益

共助，一体化，共同行動，
安心

排斥，没個

Ｂ 世界史的段階の特徴

１９Ｃ ２０Ｃ ２１Ｃ

基軸的経済シ
ステムの性格

自由主義経済 管理経済または組織された経
済

経済の多元化

代表的産業
軽工業 重化学工業

フォーディズム
ソフト化産業
IT

社会の態様

小さな政府
中枢としての市場経済
共同体掘り崩し
原初的協議システム

大きな政府
組織された資本と組織された
労働の対抗関係
共同体の潜在化または緑辺化
協議システムによる補完

国民国家後退
地域コミュニティ再生
NGO，NPO成長
国際的ネットワーク形成

市場の態様

自由市場
金本位制

管理された市場
管理通貨制

市場の多様化または市場の
相対化
部分的な再自由化，互恵取
引，ネットワーク取引，電
子貨幣，地域貨幣登場

中心となる人権 自由権 社会権 人格権

平等権 機会の平等 結果の平等 相互承認的平等
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